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計画段階環境配慮書に関する市長意見（案）作成の方針 

○環境影響評価手続きのタイムスケジュール 

※図は環境省パンフレット「環境アセスメント制度のあらまし」より抜粋 

※※JR    …JR 東日本エネルギー開発株式会社「(仮称)天竜風力発電事業」 

  シーテック…シーテック株式会社「(仮称)ウインドパーク天竜風力発電事業」 

○計画段階環境影響配慮書に関する意見（案）作成方針 

・主に浜松市環境影響評価審査会審査会及び、浜松市関係部署からの意見を参考とします 

・事業実施想定区域及びその周囲の地域特性（自然的状況、社会的状況）について、調査

内容に不足があれば指摘を行います 

・原則として、意見は計画段階配慮の内容に留め、調査方法の詳細等、技術的な指摘につ

いては、方法書の審査で行います 

第 2回審査会 事業者による説明 9/27 

第 3 回審査会 市長意見案の審議 10/9 

市長意見の送付 

（JR…10/18 まで、シーテック…10/28 まで） 

配慮書提出（JR…8/21、シーテック…8/29） 


